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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成26年3月6日(2014.3.6)

【公開番号】特開2012-181230(P2012-181230A)
【公開日】平成24年9月20日(2012.9.20)
【年通号数】公開・登録公報2012-038
【出願番号】特願2011-42071(P2011-42071)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/44     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/113    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  26/10    　　　Ｂ
   Ｂ４１Ｊ   3/00    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０４Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月16日(2014.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の光源と、該第１及び第２の光源からの各光束を第１及び第２の偏向面に
て偏向する偏向素子と、前記第１及び第２の偏向面からの各光束を第１及び第２の被走査
面に導光する第１及び第２の結像光学系と、を備える走査光学装置であって、
　前記第１及び第２の結像光学系は、前記偏向素子を挟んで対向配置されており、
　前記第１の光源からの光束は第１の画像に対応し、前記第２の光源からの光束は前記第
１の画像よりも明度の高い色相の第２の画像に対応しており、
　前記第１の偏向面から前記第１の被走査面までの第１の光路における光学効率は、前記
第２の偏向面から前記第２の被走査面までの第２の光路における光学効率よりも低いこと
を特徴とする走査光学装置。
【請求項２】
　前記第１の画像の色相はブラックであることを特徴とする請求項１に記載の走査光学装
置。
【請求項３】
　前記第２の画像の色相はイエローであることを特徴とする請求項１又は２に記載の走査
光学装置。
【請求項４】
　前記第１の光路における光学効率をＥｄ、前記第２の光路における光学効率をＥｂ、と
するとき、
        １．２＜Ｅｂ／Ｅｄ＜２．５
なる条件式を満足することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の走査光学
装置。
【請求項５】
　前記第１の光源の発光量は、前記第２の光源の発光量よりも大きいことを特徴とする請
求項１乃至４のいずれか１項に記載の走査光学装置。
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【請求項６】
　前記第１の光路上に配置される第１の反射素子と、前記第２の光路上に配置される第２
の反射素子と、を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の走査光
学装置。
【請求項７】
　前記第１の反射素子の反射率は、前記第２の反射素子の反射率よりも低いことを特徴と
する請求項６に記載の走査光学装置。
【請求項８】
　前記第１の反射素子は、前記第１の光路上において、前記第１の結像光学系を構成する
最も前記第１の偏向面に近い光学素子と前記第１の被走査面との間に配置されており、前
記第２の反射素子は、前記第２の光路上において、前記第２の結像光学系を構成する最も
前記第２の偏向面に近い光学素子と前記第２の被走査面との間に配置されていることを特
徴とする請求項６又は７に記載の走査光学装置。
【請求項９】
　前記第１の反射素子の反射率をＲｄ、前記第２の反射素子の反射率をＲｂ、とするとき
、
        １．２＜Ｒｂ／Ｒｄ＜２．５
なる条件式を満足することを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の走査光学
装置。
【請求項１０】
　前記第１の反射素子を複数有していることを特徴とする請求項６乃至９のいずれか１項
に記載の走査光学装置。
【請求項１１】
　前記第１の反射素子を複数有しており、前記Ｒｄは該複数の第１の反射素子の反射率の
夫々の積であることを特徴とする請求項９に記載の走査光学装置。
【請求項１２】
　前記複数の第１の反射素子のうち、最も前記偏向素子に近い第１の反射素子の反射率は
、他の第１の反射素子の反射率よりも低いことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の
走査光学装置。
【請求項１３】
　前記第２の反射素子を複数有していることを特徴とする請求項６乃至１２のいずれか１
項に記載の走査光学装置。
【請求項１４】
　前記第２の反射素子を複数有しており、前記Ｒｂは該複数の第２の反射素子の反射率の
夫々の積であることを特徴とする請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の走査光学装置
。
【請求項１５】
　前記第１及び第２の結像光学系の夫々は、表面に反射防止膜が付加されていないプラス
チック材より成る光学素子を有することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか１項に
記載の走査光学装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の走査光学装置と、
　該走査光学装置により前記第１及び第２の被走査面に配置された第１及び第２の感光体
上に形成される静電潜像を、トナー像として現像する現像器と、
　前記現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器と、
　前記転写されたトナー像を前記被転写材に定着させる定着器と、
を備えることを特徴とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明に係る走査光学装置は、第１及び第２の光源と、該第１及び第２の光源からの各
光束を第１及び第２の偏向面にて偏向する偏向素子と、前記第１及び第２の偏向面からの
各光束を第１及び第２の被走査面に導光する第１及び第２の結像光学系と、を備える走査
光学装置であって、前記第１及び第２の結像光学系は、前記偏向素子を挟んで対向配置さ
れており、前記第１の光源からの光束は第１の画像に対応し、前記第２の光源からの光束
は前記第１の画像よりも明度の高い色相の第２の画像に対応しており、前記第１の偏向面
から前記第１の被走査面までの第１の光路における光学効率は、前記第２の偏向面から前
記第２の被走査面までの第２の光路における光学効率よりも低いことを特徴とする。
　また、本発明に係る画像形成装置は、上記走査光学装置と、該走査光学装置により前記
第１及び第２の被走査面に配置された第１及び第２の感光体上に形成される静電潜像を、
トナー像として現像する現像器と、前記現像されたトナー像を被転写材に転写する転写器
と、前記転写されたトナー像を前記被転写材に定着させる定着器と、を備えることを特徴
とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。本発
明の実施形態に係る走査光学装置は、複数の光源手段からの光束を、単一の偏向素子によ
り偏向走査する。そして各光源手段毎に配置された結像光学系を介してイエロー、マゼン
タ、シアン、ブラック等の互いに明度の異なる画像を形成するための感光手段がそれぞれ
配置される被走査面に導光する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　結像光学系は偏向素子を挟んで対向配置されている。複数の光源手段からの光束のうち
、
第１の画像として明度の低い色相の画像（例えばブラック画像）に対応した第１の光源か
らの光束と、第２の画像として明度の高い色相の画像（例えばイエロー画像）に対応した
第２の光源からの光束は、偏向素子の異なる偏向面（第１、第２の偏向面）により偏向素
子を挟み対向方向に反射偏向される。ここで、本実施形態に係る走査光学装置では、明度
の低い色相の画像の明度は全ての画像の明度のうち最も明度が低い。明度の高い色相の画
像の明度は全ての画像の明度のうち最も明度が高い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　偏向素子で反射偏向された第１、第２の光源からの光束は、それぞれ第１、第２の結像
光学系を介して第１、第２の被走査面に導光される。明度の低い色相の画像に対応した第
１の光路（偏向素子の第１の偏向面から第１の被走査面までの光路）の光学効率Ｅｄは、
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明度の高い色相の画像に対応した第２の光路（偏向素子の第２の偏向面から第２の被走査
面までの光路）の光学効率Ｅｄよりも低く設定されている。すなわち、
Ｅｄ＜Ｅｂ
である。
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